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発達障害児保育支援コーディネーター講座  
（保育士等キャリアアップ研修・障害児保育分野） 開催要項   

 

 

 

 

 

 

 

  

保育・幼児教育の現場におけるリーダー的職員の育成に関する研修である「保育士等キャリア

アップ研修（障害児保育分野）」を開催します。 

◆日時・講師等 ／ 会場：横浜市技能文化会館 ２階ホール（住所）横浜市中区万代町２－４－７ 

◆受講対象者： すべての講義（全５回）の受講ができ、次の①～④のすべてに該当する方 

① 横浜市内の保育・教育施設に勤務する職員（保育士・保育教諭など職種は問いませんが、

園長・施設長・副園長・教頭などは除く） 

② 保育所・幼稚園等の保育・幼児教育の現場において、副主任保育士・中核リーダーや専門

リーダー、職務分野別リーダー・若手リーダーとして障害児保育分野におけるリーダー的

な役割を担う方（または役割を担うことが見込まれる方） 

③ 往還型研修(一部／２枚目参照)のため、障害児保育の実践事例を持ち寄り、実践のできる方 

④ 開催要項２枚目の【ご確認いただき、ご理解・同意のうえ、お申込みください】の内容

を確認し、理解・同意された方 

 

 

回 
日時 内容 

講師 

[１] 
７月 １日（水）13:30～16:30  インクルーシブ保育 

玉川大学 教育学部 乳幼児発達学科        教授 若月 芳浩 氏  

[２] 
８月25日（火）13:30～16:30  気になる子どものアセスメントと対応 

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団    顧問 小川  淳  氏  

[３] 

９月17日（木）13:30～16:30  生活と遊びの環境及びクラス運営 

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 

横浜市西部地域療育センター 地域支援課      課長 関谷 由美 氏  

[４] 

10月26日（月）13:30～16:30  家庭支援・家庭との連携 

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 

横浜市総合リハビリテーションセンター     療育課長 中村  泉  氏  

[５] 

11月30日（月）13:30～16:30   関係機関との連携 

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 

横浜市総合リハビリテーションセンター 相談支援課 課長 北村 菜美子 氏  

保育士等キャリアアップ研修 

（横浜市主催） 

令和８年度 神奈川県指定 

本研修は、処遇改善等加算区分３、及び職員

処遇改善費の研修修了要件の対象研修です。 

お申込みについては、２枚目をご確認ください。 
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◆定員： 80名 

◆申込み： 「横浜市保育・教育施設職員等研修事業」サイトからお申込みください。 

◎ 開催要項（全２枚）をよく読み、お申込みください。 

◎ 受講者は、お申込み内容に基づき選考します。先着順ではありません。 

◎ お申込みは、各園・施設で 1 名とさせていただきます。同園・施設から複数のお申

込みがあった場合は、選考の対象外となります。 

  

 

 

※ 受講可否については、６月５日（金）までに、お申込み時の「利用者 ID(メールアドレス)」

宛てに通知します（お問い合わせはご遠慮ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎往還型研修とは？ 

研
修
日 

講義・学び 
グループワーク 

  

各
園 

園内研修 
保育実践 

  

 

こども青少年局 保育・教育支援課 人材育成係  電話 045－671－2397 

申込期間 ５月21日(木)13:00～５月28日(木)13:00まで【厳守】 

【ご確認いただき、ご理解・同意のうえ、お申込みください】 

◇受講希望者：受講希望者（受講決定後は受講者）の変更は一切受付けできません。 

◇申込みフォーム内の「申込みの動機」「園での課題」などについては、受講希望者が入力して

ください。選考の参考にさせていただきます。 

 ◇受講が決定したあと、受講者が直接確認できる
．．．．．．．．．．．

メールアドレスを申請していただきます。 

 ◇受講が決定した方は、第１回会場研修の際に、本人確認用の顔写真
．．．．．．．．．

を持参していただきます。 

 ◇受講者情報（所属名・受講者氏名・職種）・まとめを講師と共有します。 

◎修了証： 講義全５回をすべて受講し、受講後のまとめ等の課題を定められた期間内
．．．

に提出

された方に『保育士等キャリアアップ研修 障害児分野』の修了証を交付します。 

※ 欠席、または１講座につき1
．
0
．
分以上
．．．

の遅刻・早退・離席をした場合、修了証の

交付はできません（個別の事情は考慮できません
．．．．．．．．．．．．．

。次年度への繰り越しや一部修

了証の交付はできません）。 

課題・テーマの共有 

結果・課題 

語 り 合 い ・ 意 見 

助 言 ・ 考 察 

実践・工夫 

繰り返すことで 

学びが深まる・ 

保育が変わる 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/shisetsutaisaku/shitukoujou/kenshu/20190401092636300.html

